
	1	 �はじめに　�
―資源効率（Resource�Efficiency）から�
循環経済（Circulatory�Economy）へ―

地球環境の保全が、持続可能な発展に必要であることは概
念的にすぐに理解できる。しかしこれを具体的対応に落とし
込むにはなかなか難しく、多くのところで価値の二律相反
（トレードオフ）が生じる。まずもって地球環境の意味の定義
でさえ不明確である。温暖化から来る気候変動なのか、生物
多様性かもしくは古くからある環境汚染物質の拡散防止なの
か、さらにはそれに加えて現代を不安定化させている経済格
差・宗教感の違いから来る価値観の相違の問題など、到底一
つの評価軸で表せるものではない。しかしながら漠然と地球
環境のためという意識は持ちやすい。その中で資源効率や循
環経済の概念が生まれてきたと言える。
資源効率がUnited Nations Environment Program （UNEP） 
の資源パネルで議論されて久しい 1）。昨年からEUでは資源
効率の言葉から循環経済という言葉の使用に変わりつつあ
る。その傾向は散見できたが、それが明確になったのは、欧
州委員会 2014年7月に発表された”Towards a circulatory 

economy： A zero waste programme for Europe”等の文書 2）

と今年Ellen MacAthur 財団でまとめられた報告、GROWTH 

WITHIN ：A CIRCULATORY ECONOMY VISON For A 

COMPETITIVE EUROPE の出版である 3）。この報告は、
Ellen MacAthur 財団のEllen MacAthur氏中心にドイツ郵便
財団（Douche Post Foundation） のDr.Klaus Zumwinkl 氏、
Mckinsey　環境ビジネスセンター（The Mckinsey Center 

for Business and Environment）のDr.Martin R, Stuchtey 氏
によってまとめられた。興味ある方はぜひお読みいただきた
い。私にはなぜこのような言葉の変遷があったかは不明であ
るが、思いつく事実として、2014年秋にブリュッセルEUの
環境局にWEEEやREの担当者と話をした際、RE担当者が

REの指標の難しさを話していたことがあった。REを突き詰
めて評価しようとする時に用いる指標の難しさがあるので
はないかと感じた。その点CEの方が次の行動に結び付きや
すい。ともかく資源効率の概念よりも積極的にヨーロッパ内
の雇用創出に重心を移した環境政策を纏った産業政策である
と思われる。この展望はこのあたりの状況に対して我が国と
してどのような対応が適切かを述べ、それに関連する金属素
材、一部プラスチック素材のあり方ならびに循環経済に必要
な技術開発の方向性を示すものである。

	2	 �環境政策の変遷
製造業のあり方が環境問題で大きく変化することは、これ
までも多くみられる。図1に世界的な環境問題を解決ために
施行された内容とそれによる産業的インパクトをまとめたも
のを示す。古くは、米国のマスキー法の成立 4）、比較的新しい
ところではEUのRoHS指令 5）、ELV指令 6）、WEEE指令 7）な
どがある。マスキー法などは米国における当時の日本車の輸
入を抑えるためにできたともいわれるが、その規制をいち早
く達成した日本の自動車産業は却って世界市場での優位性を
確立することになった。RoHS種のEUにおける環境を軸に
した非関税障壁になる可能性を指摘されていたが、結局の技
術的壁は我が国の電気産業が、とりわけ材料、素材産業の協
力を得てクリアーしたと言える。
ところで、国内の動きはどうであろうか。我が国の場合、
環境に関しては、図2のような法体系になっており、多少海
外と異なる。最も異なる点は、廃棄物の定義かも知れないが、
それについての議論はここでは行わない。大きく環境規制の
法律とリサイクル促進の法律からなっている。また、法律で
は廃棄物法では制御できなかったリサイクル対象物が個別リ
サイクル法として別途定められ、運用されている。それぞれ、
大きな社会問題化した事項を我が国でスムースに解決する方
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法として導入された。容器包装リサイクル法や家電リサイア
クル法などは世界に先駆けた法律であり、我が国が誇るべき
リサイクル法であるが、資源の世界的な流れの中で動きが十
分でなくなる問題点が出てきている。最近2013年に成立し
た使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に
ついては自治体主導での廃小型電子機器の回収であり、最近
の資源価格の下落により、回収が苦戦していると言われてい
る。個別リサイクル法についてのコメントは避けるが、とも
かく我が国にもEUと同じか同等以上のリサイクル法が運用
されているという認識は持ってもらいたい。
そのほかにも環境規制しては、大気 8）、水質 9）、土壌 10）な
どの環境規制法もしっかり規定されており、最近は言葉さえ
も聞かれなくなったダイオキシンに関する特別措置法 11）や
新しいところでは水銀条約（Minamata Convection）12）など
も設置されている。これらの規正法は直接的に産業技術に影
響を与えることがある。約15年近く前になるがダイオキシ
ンの特別措置法が制定された時には、産業としては鉄鋼のリ
サイクル、アルミニウムのリサイクルなど金属リサイクル業

に大きな影響が出た 13）。また水銀の規制に関しては、名前に
もなった水俣病が顕在化した初めての国であったため、工業
システムからの水銀の排除は世界に先駆けて進み、苛性ソー
ダ電解における隔膜電解法の確立にいち早く成功、普及させ
た 14）。これなどは、環境規制が産業プロセスを一変させた好
例と言える。
このように環境問題は製造業のありかたに大きな影響を与
えるが、今回の循環経済の概念の導入はどうであろうか。ま
だ、具体的には見えていないが、著者が興味を持って考えて
きた可能性を以下に述べる。
まず、資源効率については、初めにこの言葉を耳にしたの
は、やはりEUの環境関連の会議に参加した時で、ちょうど
UNEPの資源パネルが設立した時期とほぼ同じである。この
ときのUNEPのHPを読んだ時の感想はなんと壮大な捉え方
をするものだと感心したし、またあきれもした。エネルギー
資源は気候変動パネルで扱っているので、それ以外の資源に
関しては土地、水までも含めすべての資源を含んで効率を
高める必要性を説いていた。一昔前のFactor4,  Factor1015）

のイメージを持ったがその枠がさらに広げられていた。そ
の後、その活動の成果として概念の普及が行われ、とりわけ
まとめやすい金属資源の循環（リサイクル）については若
干定量的にまた包括的に報告が出された 16）。しかしながら、
それ以降具体的な行動指針が出されたわけではない。それ
が2010－2012年くらいの間である。そのうちUNEPから移
り、EU内で資源効率の基づく議論が進みだした。一部企業
はその概念を先取したような活動をしてきている。このよ
うな意識の下、なんとなく概念がはっきりしないが、地球環
境の保全、しいては持続可能な発展へと結びついているとし
て、多くの大企業が主に企業の社会的責任（corporate social 

responsibility、CSR）として対応しているのが現状である。
その中で一部のEU企業は、積極的にこれをビジネスチャン

図2　我が国の循環型社会の形成の推進のための法体系

図1　 産業に大きな影響を及ぼした米国、EUにける環境・リサイクル関係の指令等の開始年
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スとして考えているようにも見られる。持続可能性のために
資源効率性を高める必要がある」という欧州ならではの論理
であるが、具体的な内容は、水平リサイクルの推奨とそれを
支えるトレーサビリティの確立である。リサイクラー等の管
理体制に対する認証や規格化、最終製品における再生材使用
率の推奨を核に幅広く政策をパッケージ化することがポイン
トとなっている。このようなパッケージ化、特に認証、標準
化については残念ながら我が国はあまり得意としていない。
現在、基本ISOとJISの対応が可能となっているが、本来JIS

が先にあり、これがISOの中心になってもいい状況であった
が、逆に後追いになっているのが残念である。もちろん、最
近は我が国も標準化に関する考え方が変わって来ており、鉄
鋼は我が国が中心になって ISO化が進んでいる 17）。一方リサ
イクル全般の標準化になるとやはり主体はEU、もしくは米
国であり、残念ながら我が国のリサイクラーの世界的立場か
ら主体をもって進めるレベルにはなっていない。欧州では
RE／CEは雇用政策・産業政策としても認識されているが、
日本の産業界が不利にならないように、また、国際規格化な
どを通じてアジア市場などから閉め出されないように対応し
ていく必要がある。特に、日本はトレーサビリティでは遅れ
を取っており、日本の強みとも言える家電リサイクルや自動
車リサイクルも「ガラパゴス化」にならないように対応が必
要である。

	3	 �我が国の対応
それでは、我が国対応はどうであろうか。もちろん非常に
大きな概念に対する具体的な行動であるから産業分野で大
きく異なる。大きくは、最終製品を作り、供給している企業
群か、そのまた部品を供給している企業群か、さらには素材
提供の企業群かで大きく異なるし、かつ素材別でも全く異な
る。さらに全体を情報でつなげようとする場合、大きな市場
となるであろうと予想すれば、IT企業もまさに市場として見
ることができる。特に、資源循環に関する最も根本的な問題
は情報が連鎖しないことにあると考えると、この分野の発展
で成果が大きく変わる。
例えば静脈のリサイクル産業においては、自分たちがどう
いう処理をしているのか、次の工程や前の工程に正確に伝え
られるケースは少ない。また、静脈の複雑な処理工程を実現
する上で、各事業者が持つ能力や得意分野が十分に可視化さ
れていない。この結果、最適な処理にも至っておらず、経済
合理性や競争が入りにくい状況ができている。また、静脈系
の動きが動脈系産業にフィードバックされるシステムは、家
電リサイクルのように直接リサイクル現場に動脈系企業が
関与している場合を除くとあまりスムースでない。古くか

ら、動脈におけるエコデザイン（環境設計：DfE（Design for 

Environment））の推奨が行われているが、静脈における製品
情報を活かして処理工程を効率的に最適化するプロセスも、
いずれも進まない状況にある。
ここであまりに概括的な話をするよりも現在の鉄スクラッ
プの現状を例に国際資源循環、リサイクルを考えることにし
たい。まず第一に考えなくてはいけないことは、古くは鉄鋼
製品が、一部の特殊鋼、高級鋼以外は本来地域限定の製品で
あったということである。したがって、鉄の電炉によるリサ
イクルは地域産業として存在できた。これは、我が国も初め、
世界共通であったし、今も多くの国がそうである。ただ、先
進国と開発途上国では、普通鋼の必要性、また高級鋼の製造
技術の問題があり、大きく異なりつつある。総じていえば先
進国はすでに社会インフラが整っており鉄スクラップの輸
出国であり、これからインフラを充実させようとしている途
上国は輸入国になる傾向がある。図3に2013年の東アジアに
おける鉄スクラップの動きを示す。これからわかるように米
国、日本は鉄スクラップの供給国である。ただ、米国にはず
いぶん前から高炉工場はなく、電炉での鉄鋼生産が主体であ
り、我が国でも電炉による製鉄はまだしっかりと行われてい
ることは十分に認識しておく必要がある。
現在、韓国、台湾、中国は鉄スクラップの輸入国になって
いるが、最近の中国経済の減速により設備過剰になった中国
鉄鋼生産の一部の鉄が経済原則を無視した形でアジアを中
心に流通する状況が出てきており、スクラップ鉄の価格低下
が著しい現象が起こっている。このようなことは、以前にも
在ったが、そのときは中国をはじめとするBRICs諸国の経済
発展が飲み込んでしまった。今回は、それらの国が新たな供
給元となっているわけで、そうそう簡単に以前のように収ま
らない可能性もある。このような現状で、現在世界規模で多
くの資源が瞬間的には供給過剰であり、価格の低下が起こっ
ている。当然この傾向は、一時期供給が懸念されたいわゆる

図3　 東アジアにおける鉄スクラップの輸入状況（2013年）
各国輸出入統計を元に作成
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レアメタルでも同じである。
さて、鉄スクラップの世界的な流れが上手く行かない状
況が生じると何が起こるであろうか。図4に我が国の鉄、ア
ルミニウムスクラップの流れの概観を示す。収集・解体後は
必ずしも100％ではないが、大型産業機器、車など廃製品の
スタートは、シュレッダー処理される可能性が高い。国内の
大型シュレッダーは主に鉄スクラップ関連業者が保有して
おり、そこで破砕されて鉄が取り出された後に、残り分が非
鉄スクラップ問屋に回っていくという流れが多くなる。つま
り、金属循環の静脈フローにおける上流に当たるのが鉄ス
クラップの排出である。その鉄スクラップが経済合理性をな
くせば、そこから派生する非鉄系素材ならびに一部のプラス
チックなどの発生も影響を与え、素材全体の循環利用に影響
を与え、場合によっては我が国において、リサイクル全体が
回らなくなるということが起こる可能性を秘めている。
このように循環使用が経済合理性を維持困難な時期にCE

などの政策を海外の関係で導入を迫られることは注意が必
要である。そのほか金属素材競争力強化プラン 18）にあるとお
り、今後、製品ニーズの高度化・多様化を受けて、素材を複
雑かつ最適に組み合わせるマルチマテリアル化や分散・非
濃集化が進む。今後の動脈産業のためであるが、進むほどに、
リサイクル、特に水平リサイクルが難しくなる。また、CEを
考慮すると非常に高度なマルチマテリアル化が進みにくく
なる可能性もある。本質的には、循環使用を考慮したマルチ
マテリアル化が必要であるが、それは次の課題である。ただ、
準備は必要であり、総合的な概念が理解されにくい我が国の
社会での啓蒙が必要である。
我が国の鉄鋼生産に関して言えば、世界の高級鋼の供給元
としての位置づけであるが、全体として技術の飽和現象が起
こっている鉄鋼材料分野で常に最新の材料技術を開発してい
くのは、容易ではない、鉄スクラップを利用した高級鋼の新

しい製造技術も考えるべき時期に来ている。このことをEU

や米国、さらには韓国、中国、インド等の国に先んじられれ
ば、それを基に大手ふってCEの概念を入れ、自国の素材供
給を有利に進める戦略が採られることが想像できる。実施す
るかどうかその時の経済状況に依存するが、技術ストックの
重要性は高い。
特にこのことを実現するには、スクラップ管理と管理され
たスクラップを利用した技術の組み合わせで対応しなくては
ならず、そこの情報管理のシステムと技術が必要になる。こ
の両方ともに我が国は十分に実現可能ポテンシャルを有する
ので、できれば10年くらいの実現に向け、産官学の連携で進
めて欲しい。

	4	 �CEに向けた技術課題
CEを実現するための具体的な技術課題はどこにあるであ

ろうか。廃製品を資源循環する場合、始めに行うことは、解体
である。解体は同じものが連続して流れてくることはまずな
く、種々の形態の廃製品が持ち込まれる。そのようなものに
対して、始めは大きく素材別に解体がなされる。この部分の
自動化技術が重要で、ここにはロボット技術が有効であるこ
とはすぐに理解できる。ただ残念ながらロボット研究者はこ
のような分野には興味を持たない。また、解体の結果として
生じる2次原料の情報制御もIOT技術として大きなインパク
トが予想されるが、またこれもこのような分野に正面切って
IOTを導入するということを情報処理研究者は考えない。こ
のミスマッチを是正するような国のプロジェクトが重要であ
る。この部分は、ある意味で静脈系の企業の大企業化に伴い、
ある意味での2次資源の情報公開とつながる。したがって、既
存の企業からの大きな抵抗が予想されるが、世界的規模での
資源の流れ、また社会的企業価値の存在を考えれば避けて通

図4　 産廃・各種リサイクル法をベースにした鉄・アルミ・電子スクラップリサイクルの流れ
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れない部分ともいえる。この部分の推進にはある程度国の指
導も重要と言える。世界規模での流れを確実に読み、上記の
ような開発を進めるには残念ながら一私企業では難しい。
さらにマルチマテリアル化が進めば単に解体だけでない、
破壊、破砕についても重要になる。現状のプロセスでは、こ
の部分はシュレッダーが担っているが、新たな動作原理を有
する新技術の開発が望まれる。例えば、粉砕一つとっても「物
質を壊す」科学のあり方は大変難しい。セラミックスや高分
子、金属などの対象について粉砕の科学的な理解は及んでい
ない。それぞれのマクロ、ミクロ、ナノの組織ならびに化学
結合そのものの破壊が加わり、現象としては粉砕という形で
理解されているが、自由に粉砕を制御できる理論を我々は持
ち合わせていない。経験的な手法は多く存在し、粉砕エネル
ギーの使用量も推定できるが、粉砕の本質的理解はできてい
ない。固体選別では、部品同士の分離、部品の破壊、内部の素
子の破壊などいろいろな状況での破壊が存在し、それを自由
に制御することが技術的に重要である。くどいようであるが
そのための明確な理論は存在せず、かつそのようなことを研
究する人も非常に少なく、分野的にはほぼ消滅している。考
えている現象があまりの複雑系であり、簡単なモデルはとも
かく本格的な破壊のシミュレーションなどを科学的に解明す
ることは行われていない。
我々は、現在東北発素材技術先導プロジェクト希少元素高
効率抽出技術領域 19）で電気パルスを利用した電子スクラッ
プの新しい破砕法を検討している。さらにその後の分離は、
ソーティング技術によって行うことで研究を進めている。こ
れらは、基本的に電子スクラップのリサイクルを目的とし
て開発中であるが、技術の基本原理は同様にも応用が利く
と思われ、特に金属素材、高分子素材、セラッミクなどが高
度に複合化されたマルチマテリアルに対しては、我々の技術
が応用可能と思っている。図5にレーザー発光分析（Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS）ソーティング選別
の概念図を示す。これまでセンシング技術には、カメラ（形
状、色をセンシング）、赤外線、X線など種々の技術が実用化

されている。我々はLIBSを利用したソーティングシステム
開発を行っており、これを利用すれば鉄やアルミニウム中の
軽元素も含めた合金組成別の選別が可能になる。合金別選別
が可能になれば、2次合金の利用法も大きく変化することが
用押され、まさにCEを実現するための大きな武器になる。
そのほかこれまで鉱物資源処理技術として開発されてきた粉
砕、比重選別（風力や重液選別を含む）、静電選別、磁気選別
の物理選別の高度化もこれからCE政策の実現に効果的であ
る。素材リサイクルを促進するには、技術的な観点からは破
砕を含めた固体の分離が決定的な位置を占める。この分野の
基礎研究が進むことをこの場を借りて強調したい。
もう一つCEに対応するために重要な課題がある。それは、
素材循環がもたらす効果を科学的に明らかにすることであ
る。単に、循環しているから地球環境にいいと言う単純な話
にはならない。循環のあり方もリユースが優先されることは
自明であるが、製品のリユースばかりでは、高効率の新製品
の導入はできない。また、リサイクル率100％に持っていく
ためには、多くのエネルギーを必要とする。どこかで最適な
リサイクル率が存在する。これらの評価も当然、製品、素材
によって変化する。どのような評価軸を採用し、それをどの
ようなデータで数値化するかを考え、かつそれを世界標準に
する努力が必要である。その裏付けのデータを確保するため
にはできるだけ正確な廃製品からリユース・リサイクルすべ
ての製品のサプライチェーンを通したマテリアルフローの確
立が望まれる。これまで多くの研究者がマテリアフローの研
究を進め、かなりのデータのストックが存在する 20,21）。これ
は一国で成し遂げられるものではないか思われるが、どのよ
うに主体的にかかわっていくかがアカデミアまた産業セク
ターにも問われる。この部分もぜひ積極的な国のかかわりが
望ましい。著者らは10年前に一度図6のようなイメージを基
にごく一部の製品について生産に関わる資源・エネルギーな
どを評価する試みを行った 22）が、あまりにも話を広げすぎた

図5　LIBSソーターを基礎としたソーターの概念図
図6　 エネルギーモデルとマテリアルフローモデルの融合によるトー

タルエネルギー最適化評価の概念図
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ことまた、そのためにデータの収集が十分にできないことも
手伝って残念ながら十分な成果を得ることができなかった。
CEをベースにした素材のあり方を検討するためには必要な
技術と考えられる。

	5	 まとめ
CE政策の現状を簡単に紹介し、それを基礎とした素材の
あり方をまとめて見た。あくまでも定性的な分析であるが、
CEに対応することの重要性を説いた。中国の設備投資の過
剰による鉄構成品の過剰供給、その原因にもなっている経済
の減速が起こした鉄スクラップの過剰感により、リサイクル
が困難になる傾向が出てきている中で、CE政策に対応が迫
られることになっている。大きな産業構造の変換点に来てい
ることを考え、ここで述べたプロジェクトが多くのセクター
の協力を得て実現することを強く望むものである。
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